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 本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第８０

条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件        名 審査の結果 

議案第５４号 

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例制定について 

原案可決 

議案第５７号 
令和６年度精華町防災保健センター新築工事(建築工事)請負契

約の締結について 
原案可決 

議案第５８号 
令和６年度精華町防災保健センター新築工事(電気設備工事)請

負契約の締結について 
原案可決 

議案第５９号 
令和６年度精華町防災保健センター新築工事(機械設備工事)請

負契約の締結について 
原案可決 



【委員会報告】 

議案第５４号 

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例制定について 

原案可決 

【概要】 概要は議案のとおりで、「精華町行政手続きにおける特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部改正」と「精華町国民健康保険条例の一部改正」にか

かる条例制定 

Ｑ 今回の条例制定に関わっては、２つの条例を改正するということで、よかったので

はないか。 

Ａ 今回の条例は、同一の利用理由を要因とした複数条例を一括改正するということで新 

規制定の提案とした。法律が改正されて影響を受ける条例が複数ある場合、新たに新 

規条例を起こして改正するというルールがある。 

Ｑ 付則に記している政令第９条の罰則の適用で、従前の例によるとはどういうことか。 

Ａ 保険証をつくるときに申請上の虚偽などがあった場合などを含めた罰則が、被保険

者証の最終日以降も持続するということである。 

≪ 討論なし ≫ 

 

 

議案第５７号 
令和６年度精華町防災保健センター新築工事(建築工事)請

負契約の締結について 
原案可決 

【概要】 災害時の保健活動の本部としての機能及び平常時の保健センターとしての機能 

を併設する精華町防災保健センターを新築するための新築工事(建築工事)請負 

契約の締結求めるための提案 

予定価格 ６５６，８１０，０００円 

Ｑ ソーラーと蓄電池は、どうなっているのか。 

Ａ 太陽光発電については、３．５キロワットの発電機のものを設置。蓄電池については、 

設置を考えていない。 

Ｑ どうして蓄電池の設置を考えていないのか。 

Ａ 蓄電池は、かなり高額で約１０年位の寿命である。停電時においては、空調は自立式 

発電、照明器具等は発電機等を使える整備を考えている。 

Ｑ 小・中学校には、和式トイレが必要と言っているに、なぜ防災保健センターに和式ト 

イレはないのか。 

Ａ 平時は、小学校と利用対象者が違う。また、関係団体からの意見にも和式トイレの要 

望は出てこなかった。 

Ｑ 曲線屋根は、割高という議論が以前あったが、屋根はどうなったか。 

Ａ 長期的なランニングコストも含めて、今回提案する屋根となった。 



Ｑ 以前指摘した駐輪場はどうなったのか。 

Ａ 記載はないが活動支援室前に設ける予定である。 

≪ 討論なし ≫ 

  

 

議案第５８号 
令和６年度精華町防災保健センター新築工事(電気設備工

事)請負契約の締結について 
原案可決 

【概要】 災害時の保健活動の本部としての機能及び平常時の保健センターとしての機能

を併設する精華町防災保健センターを新築するための新築工事(電気設備

工事)請負契約の締結求めるための提案で、予定価格は１５０，１５０，

０００円。 

Ｑ 衛生設備とは何か。 

Ａ 基本的なトイレ及びその周辺全体を衛生設備と表現している。 

≪ 討論なし ≫ 

 

 

議案第５９号 
令和６年度精華町防災保健センター新築工事(機械設備工

事)請負契約の締結について 
原案可決 

【概要】 害時の保健活動の本部としての機能及び平常時の保健センターとしての機能 

を併設する精華町防災保健センターを新築するための新築工事(機械設備工事)請負契約の 

締結求めるための提案で、予定価格は１６０，１９９，６００円。 

≪ 質疑なし ≫ 

≪ 討論なし ≫ 


